
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
三

公
　
　
　
告

○
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
三

○
争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
五

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
十
一
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
六

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
九

公
安
委
員
会

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
一
七
九

正
す
る
法
律
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
九

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日
付
け
号
外
第
六
十
一
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
三
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
山
梨
第
一
地
区
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
十
七
年
五
月
二

十
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

公
　
　
　
告

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

番
　
　
　
号

白
州
町
訪
問
入

北
巨
摩
郡
白
州

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年
四
月

浴
介
護
事
業
所

町
白
須
一
三
四

一
五
一

一
日

一
番
地

指
定
訪
問
介
護

南
巨
摩
郡
増
穂

一
九
七
〇
七
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
四
月

事
業
所
増
穂
町

町
長
澤
一
九
四

一
一
六

一
日

社
会
福
祉
協
議

二
番
地
一

会佐
野
外
科
整
形

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
一
〇
七
〇
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
四
月

外
科
医
院

町
大
野
七
八
一

〇
一
八

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
一
日

番
地

し
）

有
限
会
社
日
の

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
四
一
六
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
四
月

丸
薬
局

小
笠
原
七
六
番

二
〇
四

導
（
み
な
し
）

三
日

地
二

は
や
か
わ
歯
科

山
梨
市
小
原
東

一
九
三
〇
二
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
四
月

医
院

一
一
二
番
地
一

三
〇
五

導
（
み
な
し
）

十
日

イ
ー
ス
ト
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
一
〇
一

は
や
か
わ
歯
科

山
梨
市
小
原
東

一
九
三
〇
二
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
四
月

医
院

一
一
二
番
地
一

三
〇
五

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
十
日

イ
ー
ス
ト
ヴ
ィ

し
）

レ
ッ
ジ
一
〇
一

は
や
か
わ
歯
科

山
梨
市
小
原
東

一
九
三
〇
二
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
四
月

医
院

一
一
二
番
地
一

三
〇
五

し
）

十
日

イ
ー
ス
ト
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
一
〇
一

中
央
医
院

富
士
吉
田
市
下

一
九
一
一
二
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
四
月

吉
田
一
七
二
五

〇
六
九

導
（
み
な
し
）

三
十
日

番
地

フ
ァ
ー
マ
シ
ー

韮
崎
市
若
宮
一

一
九
四
〇
九
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
四
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
七
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

三
月
十
三
日

第
千
六
百
四
十
八
号

月　曜　日



オ
イ
ヤ
マ

丁
目
二
番
五
〇

一
一
九

導
（
み
な
し
）

三
十
日

号

中
央
医
院

富
士
吉
田
市
下

一
九
一
一
二
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
四
月

吉
田
一
七
二
五

〇
六
九

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
十
日

番
地

し
）

中
央
医
院

富
士
吉
田
市
下

一
九
一
一
二
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
四
月

吉
田
一
七
二
五

〇
六
九

し
）

三
十
日

番
地

韮
崎
市
社
会
福

韮
崎
市
大
草
町

一
九
七
〇
九
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年
五
月

祉
協
議
会
指
定

若
尾
一
六
八
〇

〇
一
三

一
日

訪
問
入
浴
介
護

番
地

事
業
所

社
団
法
人
山
梨

中
巨
摩
郡
玉
穂

一
九
四
〇
八
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
五
月

県
薬
剤
師
会
会

町
若
宮
二
七
番

四
一
七

導
（
み
な
し
）

五
日

営
調
剤
薬
局

地
一
二

山
中
湖
調
剤
薬

南
都
留
郡
山
中

一
九
四
一
三
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
五
月

局

湖
村
山
中
二
二

二
七
六

導
（
み
な
し
）

十
三
日

六
番
地

有
限
会
社
赤
岡

甲
府
市
北
口
二

一
九
四
〇
一
一
三

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
五
月

綜
合
薬
局

丁
目
三
二
番
二

〇
七
七

導
（
み
な
し
）

二
十
三
日

号

艸
樂
庵

甲
府
市
太
田
町

一
九
四
〇
一
〇
二

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
五
月

七
番
地
一
二

六
八
二

導
（
み
な
し
）

二
十
六
日

キ
ン
セ
イ
薬
局

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
四
一
〇
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
五
月

町
若
神
子
三
〇

一
三
二

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

九
四
番
地

村
松
歯
科
医
院

甲
府
市
湯
田
一

一
九
三
〇
一
〇
二

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
六
月

丁
目
一
四
番
八

四
三
七

導
（
み
な
し
）

十
五
日

号

ク
ス
リ
の
サ
ン

甲
府
市
塩
部
四

一
九
四
〇
一
一
二

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
七
月

ロ
ー
ド
薬
局
富

丁
目
一
番
一
三

五
五
八

導
（
み
な
し
）

一
日

士
見
店

号

福
島
屋
薬
局

山
梨
市
小
原
西

一
九
四
〇
二
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
七
月

七
四
二
番
地

三
六
一

導
（
み
な
し
）

一
日

桜
井
歯
科
医
院

甲
府
市
屋
形
一

一
九
三
〇
一
〇
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
七
月

丁
目
六
番
一
〇

一
八
一

導
（
み
な
し
）

二
十
七
日

号

有
限
会
社
Ｍ
Ｅ

甲
府
市
中
央
二

一
九
七
〇
一
〇
一

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
八
月

Ｇ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
「
Ｍ

丁
目
五
番
一
六

六
二
〇

十
八
日

Ｅ
Ｇ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
」

号

訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

竜
王
町
デ
イ
サ

中
巨
摩
郡
竜
王

一
九
七
〇
八
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
八
月

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

町
西
八
幡
三
〇

二
七
〇

三
十
一
日

ー

一
八
番
地
一

竜
王
町
訪
問
入

中
巨
摩
郡
竜
王

一
九
七
〇
八
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年
八
月

浴
介
護
事
業
所

町
西
八
幡
三
〇

二
七
〇

三
十
一
日

一
八
番
地
一

竜
王
町
ホ
ー
ム

中
巨
摩
郡
竜
王

一
九
七
〇
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
八
月

ヘ
ル
パ
ー
事
業

町
西
八
幡
三
〇

二
七
〇

三
十
一
日

所

一
八
番
地
一

敷
島
町
社
会
福

中
巨
摩
郡
敷
島

一
九
七
〇
八
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
八
月

祉
協
議
会
指
定

町
島
上
条
三
一

三
五
三

三
十
一
日

訪
問
介
護
事
業

六
三
番
地

所双
葉
町
訪
問
介

北
巨
摩
郡
双
葉

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
八
月

護
事
業
所

町
竜
地
六
五
三

〇
五
二

三
十
一
日

六
番
地
一

藤
本
医
院

大
月
市
猿
橋
町

一
九
一
一
四
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
八
月

伊
良
原
八
三
番

八
二
六

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

地
一

薬
局
明
野

北
巨
摩
郡
明
野

一
九
四
一
〇
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
八
月

村
上
手
七
一
三

一
〇
九

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

六
番
地
三

藤
本
医
院

大
月
市
猿
橋
町

一
九
一
一
四
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
八
月

伊
良
原
八
三
番

八
二
六

し
）

三
十
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

一
七
四



地
一

な
が
ま
つ
医
院

甲
府
市
宮
原
町

一
九
一
〇
一
〇
四

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
九
月

八
八
番
地
一

七
四
二

導
（
み
な
し
）

一
日

な
が
ま
つ
医
院

甲
府
市
宮
原
町

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
九
月

八
八
番
地
一

七
四
二

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
一
日

し
）

な
が
ま
つ
医
院

甲
府
市
宮
原
町

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
九
月

八
八
番
地
一

七
四
二

し
）

一
日

財
団
法
人
花
園

甲
府
市
和
田
町

一
九
一
〇
一
一
〇

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
九
月

病
院

二
九
六
八
番
地

七
四
九

ー
シ
ョ
ン

十
日

下
部
町

西
八
代
郡
下
部

一
九
七
〇
六
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
九
月

町
常
葉
一
〇
二

〇
六
八

十
二
日

五
番
地

中
富
町
デ
イ
サ

南
巨
摩
郡
中
富

一
九
七
〇
七
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
九
月

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

町
切
石
一
一
七

一
八
一

十
二
日

ー

番
地
一

下
部
町
社
会
福

西
八
代
郡
下
部

一
九
七
〇
六
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
九
月

祉
協
議
会
訪
問

町
常
葉
一
〇
九

二
〇
九

十
二
日

介
護
事
業
所

三
番
地

中
富
町
ホ
ー
ム

南
巨
摩
郡
中
富

一
九
七
〇
七
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
九
月

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

町
切
石
一
一
七

一
八
一

十
二
日

ー
シ
ョ
ン

番
地
一

身
延
町
社
会
福

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
九
月

祉
協
議
会

町
梅
平
一
六
〇

二
一
五

十
二
日

二
番
地

下
部
町
営
古
関

西
八
代
郡
下
部

一
九
一
〇
六
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
九
月

診
療
所

町
古
関
二
四
三

五
七
三

導
（
み
な
し
）

十
二
日

七
番
地

下
部
町
営
下
部

西
八
代
郡
下
部

一
九
一
〇
六
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
九
月

診
療
所

町
常
葉
一
〇
三

四
八
二

導
（
み
な
し
）

十
二
日

一
番
地
一

下
部
町
営
古
関

西
八
代
郡
下
部

一
九
一
〇
六
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
九
月

診
療
所

町
古
関
二
四
三

五
七
三

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
十
二
日

七
番
地

し
）

下
部
町
営
古
関

西
八
代
郡
下
部

一
九
一
〇
六
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
九
月

診
療
所

町
古
関
二
四
三

五
七
三

し
）

十
二
日

七
番
地

下
部
薬
局

西
八
代
郡
下
部

一
九
四
〇
七
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
九
月

町
常
葉
七
九
八

三
五
二

導
（
み
な
し
）

十
五
日

番
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

大
月
市
賑
岡
町

一
九
七
一
四
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
九
月

セ
ン
タ
ー
あ
お

畑
倉
一
二
八
二

一
二
〇

三
十
日

ぞ
ら

番
地
二

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

大
月
市
大
月
二

一
九
七
一
四
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
九
月

セ
ン
タ
ー
あ
お

丁
目
一
二
番
三

一
二
〇

三
十
日

ぞ
ら

〇
号
塩
谷
ビ
ル

三
富
村
診
療
所

東
山
梨
郡
三
富

一
九
一
〇
四
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
九
月

村
下
荻
原
一
三

二
九
七

導
（
み
な
し
）

三
十
日

九
番
地

'

争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
執
行
委
員
長
田
野
口
博
幸
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
平
成
十

八
年
三
月
三
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
事
件

次
の
要
求
事
項
解
決
の
た
め

１
　
看
護
師
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
労
働
者
の
大
幅
増
員
。
労
働
条
件
改
善
、「
合
理
化
」
・
業
務

委
託
反
対
。

２
　
生
活
改
善
を
は
か
る
賃
上
げ
と
雇
用
確
保
。
賃
下
げ
・
成
果
主
義
賃
金
導
入
反
対
。

二
　
日
時

平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
以
降
、
要
求
解
決
ま
で
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

一
七
五



三
　
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号
　
甲
府
共
立
病
院

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
石
和
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
　
巨
摩
共
立
病
院

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
歯
科
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
歯
科
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
　
共
立
歯
科
セ
ン
タ
ー

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
十
一
番
地
の
一
　
竜
王
共
立
診
療
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
十
番
五
号
　
甲
府
共
立
診
療
所

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
ま
す
ほ
共
立
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
八
番
十
一
号
　
甲
府
共
立
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
八
番
十
一
号
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
す
ず
か
け

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
の
二
十
四
　
東
八
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
番
地
の
一
　
メ
ゾ
ン
・
ド
・
ヒ
ロ
セ
一
〇
三
号
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
や
す
ら
ぎ

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
・
八
代
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

北
杜
市
武
川
町
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
か
い
こ
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
じ
か
わ

甲
府
市
若
松
町
六
丁
目
三
十
五
番
地
　
共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

以
上
の
病
院
、
診
療
所
等
を
と
り
ま
く
地
域
と
病
院
、
診
療
所
等
の
構
内
及
び
全
職
場
、
ま
た
は

一
部
職
場
。

四
　
概
要

三
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
連
続
、
断
続
を
含
む
全
て
の
業
務
の

停
止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
一
切
の
争
議
行
為
を
単

独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
重
症
患
者
の
為
の
保
安
要
員
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
草
塩
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
勝
沼
町
藤
井
百
六
十
五
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
草
塩
芳
樹

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
第
一
〇
〇
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
一
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
富
士
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
三
百
九
十
六
番
地
一

３
　
管
財
人
の
氏
名
　
花
輪
仁
士

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
三
）
第
一
五
〇
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
六
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

一
七
六



二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
旭
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
保
千
七
百
五
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
勝
信

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
三
）
第
一
六
四
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
産
基
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
善
光
寺
三
丁
目
二
十
八
番
四
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
清
水
嘉
幸

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
二
）
第
二
五
〇
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業

、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
上
野
原
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
上
野
原
市
鶴
島
四
千
五
百
八
十
五
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
山
口
勝
大

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
第
三
八
三
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
管
工
事
業
及
び
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
四
谷
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
竜
王
千
二
百
七
十
八
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
齋
藤
文
彦

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
七
）
第
四
七
三
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
二
月
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
西
山
設
備
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
新
西
原
三
丁
目
一
番
二
十
二
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
西
山
ス
ミ
子

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

一
七
七



三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
第
五
一
五
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、

さ
く
井
工
事
業
、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
コ
ミ
ヤ
マ
創
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
富
竹
一
丁
目
十
一
番
十
四
号
Ｎ
ビ
ル
二
Ｆ

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
宮
山
要

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
五
九
六
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
二
月
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
共
進
美
瑠

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
落
居
六
千
三
百
十
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
弘
明

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
三
）
第
七
一
五
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
サ
ン
ホ
ー
ム

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
下
飯
田
二
丁
目
二
番
六
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
佐
野
忠
利

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
第
八
五
一
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係

る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
望
月
建
築
板
金

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部
二
千
百
六
十
三
番
地
五

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
博
良

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
五
）
第
八
六
二
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
屋
根
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
一
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

一
七
八



'
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
田
端
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
下
吉
田
字
田
端
及
び
字
一
メ
目
の
各
一
部

四
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
一
年
三
月
十
八
日

五
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

笛
吹
市
境
川
町
石
橋
字
堰
添
五
七
五
の
一
、
五
七
六
の
一
、
五
七
四
の
三
、
五
七
七
の
一
、
五
八

〇
の
一
、
五
八
四
の
一
、
五
八
五
、
五
八
六
の
一
、
五
九
一
の
一
、
五
九
三
の
一
、
五
九
四
、
五
九

五
、
五
九
六
の
一
、
五
九
七
の
一
、
五
九
八
、
五
九
九
、
六
〇
〇
、
六
〇
一
の
一
、
六
〇
二
の
一
、

六
〇
七
の
一
、
六
〇
八
の
一
及
び
六
〇
九
の
一
並
び
に
字
佃
六
八
二
の
一
、
六
八
三
の
一
、
六
八
六

の
一
、
六
八
七
の
一
、
六
八
八
の
一
、
六
八
九
の
一
、
六
九
二
の
一
、
六
九
三
、
六
九
九
の
一
、
六

九
九
の
二
及
び
七
〇
〇
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
千
八
百
五
十
番
地
一
　
株
式
会
社
セ
ル
バ
　
代
表
取
締
役
　
桑
原
孝
正

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
八
公
免
一
四
一
二
の
三
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
七
百
二
十
二
番
地
一
　
レ
ジ
デ
ン
ス
秋
山
Ⅱ
一
〇
六
　
望
月
治

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
九
号

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
の
指
定（
平
成
六
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

「
、
北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
」
を
削
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

別
表
第
十
七
中

「
二
八

市
　
道

甲
府
市
中
央
一
丁

三
五
〇

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
四

春
日
深

目
四
番
七
号
先

・
一
一

線
（
銀

（
天
野
電
機
）
か

一
六
号

座
通
り

ら
甲
府
市
中
央
四

）

丁
目
三
番
九
号
先

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
三
日

一
七
九



（
ヒ
カ
ワ
靴
店
）

ま
で
の
両
側

二
九

市
　
道

甲
府
市
中
央
四
丁

七
五
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

春
日
深

目
二
番
一
五
号
先

一
・
一
五

線
池
添

（
太
田
屋
）
か
ら

三
九
号

町
中
線

甲
府
市
城
東
四
丁

目
一
二
番
三
四
号

先
（
保
坂
食
品
店

）
ま
で
の
両
側

」

を「
二
八

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

二
九

市
道

甲
府
市
中
央
四
丁

四
四
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
五
番
二
九
号
先

年
三
月
一

（
銀
座
通
り
東
交

三
日

差
点
）
か
ら
甲
府

告
示
第
二

市
城
東
二
丁
目
一

三
号

〇
番
二
二
号
先
（

秋
葉
神
社
東
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
三
三

市
道
春

甲
府
市
丸
の
内
一

七
五

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
五

日
本
通

丁
目
二
一
番
一
五

年
八
月
二

り
線

号
先
（
春
日
モ
ー

五
日

ル
北
交
差
点
）
か

告
示
第
五

ら
甲
府
市
丸
の
内

八
号

一
丁
目
二
一
番
二

一
号
先
（
山
鏡
堂

前
）
ま
で
の
両
側

」

を「

三
三

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
三
八

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

四
一
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

佐
渡
本

目
一
番
一
二
号
先

一
・
一
五

通
線

（
か
ど
や
旅
館
駐

三
九
号

車
場
）
か
ら
甲
府

市
相
生
三
丁
目
二

番
四
号
先
（
依
田

肉
店
）
ま
で
の
両

側

」

を「
三
八

市
道
佐

甲
府
市
相
生
二
丁

三
四
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

渡
本
通

目
一
番
一
二
号
先

年
三
月
一

線

か
ら
甲
府
市
相
生

三
日

三
丁
目
一
番
七
号

告
示
第
二

先
ま
で
の
両
側

三
号

」

に
、

「
四
二

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
一

三
四
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

舞
鶴
公

丁
目
三
番
三
号
先

一
・
一
五

園
北
通

（
山
交
百
貨
店
）

三
九
号

線

か
ら
甲
府
市
中
央

二
丁
目
五
番
一
号

先
（
杉
下
豆
腐
店

）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
二

市
道
舞

甲
府
市
丸
の
内
一

一
三
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

鶴
公
園

丁
目
三
番
三
号
先

年
三
月
一

北
通
線

（
山
交
百
貨
店
北

三
日
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梨
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西
角
）
か
ら
甲
府

告
示
第
二

市
丸
の
内
一
丁
目

三
号

四
番
一
九
号
先
（

ナ
イ
ト
ス
ポ
ッ
ト

Ｋ
東
側
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
五
二

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
一

九
〇
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

横
近
習

丁
目
一
一
番
一
〇

一
・
一
五

本
通
線

号
先
（
大
和
食
堂

三
九
号

工
町
北
　
）
か
ら
甲
府
市
城

線

東
一
丁
目
四
番
一

号
先
（
金
手
駅
）

ま
で
の
両
側

」

を「
五
二

市
道

甲
府
市
丸
の
内
一

二
五
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

丁
目
一
〇
番
七
号

年
三
月
一

先
（
東
京
電
力
㈱

三
日

山
梨
支
店
北
側
丁

告
示
第
二

字
路
交
差
点
）
か

三
号

ら
甲
府
市
中
央
二

丁
目
一
〇
番
二
一

号
先
（
中
央
二
丁

目
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「
六
七

市
　
道

甲
府
市
武
田
一
丁

六
一
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

新
紺
屋

目
三
番
一
号
先
（

一
・
一
〇

本
通
線

千
成
）
か
ら
甲
府

三
八
号

市
元
紺
屋
町
九
一

番
地
先
ま
で
の
両

側

」

を「
六
七

市
道

甲
府
市
武
田
二
丁

四
三
五

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
一
番
四
号
先
（

年
三
月
一

新
紺
屋
小
学
校
東

三
日

入
口
交
差
点
）
か

告
示
第
二

ら
甲
府
市
元
紺
屋

三
号

町
九
一
番
地
先
ま

で
の
両
側

」

に
、

「
七
〇

市
　
道

甲
府
市
宝
一
丁
目

七
九
〇

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
一

穴
切
神

一
一
番
一
八
号
先

二
・
一
五

社
前
通

（
あ
い
は
ら
写
真

五
五
号

線

店
）
か
ら
甲
府
市

宝
二
丁
目
二
二
番

六
号
先
（
笠
井
商

店
）
ま
で
の
両
側

」

を「
七
〇

市
道
穴

甲
府
市
宝
一
丁
目

六
二
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

切
神
社

二
三
番
一
号
先
（

年
三
月
一

前
通
り

佐
野
商
会
東
側
）

三
日

線

か
ら
甲
府
市
宝
二

告
示
第
二

丁
目
二
二
番
六
号

三
号

先
（
フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト
西
側
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「
七
六

市
　
道

甲
府
市
若
松
町
四

一
二
九

車
両

終
日

甲
府
平
七
・
一

濁
川
南

番
一
号
先
（
山
梨

・
三
〇

通
り
線

ク
ロ
レ
ラ
）
か
ら

告
示

甲
府
市
相
生
二
丁

第
四
号

目
一
番
五
号
先
（

竹
田
駐
車
場
）
ま
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梨
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で
の
両
側

」

を「
七
六

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
八
〇

市
　
道

甲
府
市
相
生
三
丁

二
三
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

三
吉
代

目
四
番
一
号
先
か

一
・
一
五

官
線

ら
甲
府
市
相
生
三

三
九
号

丁
目
六
番
三
二
号

先
ま
で
の
両
側

」

を「
八
〇

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
八
二

市
　
道

甲
府
市
北
口
一
丁

六
六
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

竪
本
通

目
一
番
五
号
先
（

一
・
一
〇

線

第
二
竜
泉
食
堂
）

三
八
号

か
ら
甲
府
市
武
田

一
丁
目
六
番
四
号

先
ま
で
の
両
側

」

を「
八
二

市
道

甲
府
市
北
口
一
丁

三
八
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
一
番
一
号
先
か

年
三
月
一

ら
甲
府
市
朝
日
四

三
日

丁
目
三
番
九
号
先

告
示
第
二

（
新
紺
屋
小
学
校

三
号

南
西
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「
九
〇

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
一

一
三
〇

車
両

終
日

甲
府
平
一
一
・

舞
鶴
公

丁
目
一
二
番
一
号

七
・
八

園
南
線

先
（
社
会
教
育
セ

告
示

ン
タ
ー
西
側
交
差

第
二
九
号

点
）
か
ら
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一

三
番
七
号
先
（
今

村
歯
科
南
西
角
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「
九
〇

市
道

甲
府
市
丸
の
内
一

六
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

丁
目
一
二
番
一
号

年
三
月
一

先
（
社
会
教
育
セ

三
日

ン
タ
ー
西
側
交
差

告
示
第
二

点
）
か
ら
甲
府
市

三
号

丸
の
内
一
丁
目
一

一
番
六
号
先
（
甲

府
税
務
署
南
東
十

字
路
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「
九
九

市
　
道

甲
府
市
北
口
一
丁

三
四
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

橘
朝
日

目
五
番
一
三
号
先

一
・
一
〇

線

（
甲
府
地
方
貯
金

三
八
号

局
）
か
ら
甲
府
市

朝
日
一
丁
目
七
番

二
二
号
先
（
ゆ
き

え
洋
装
店
）
ま
で

の
両
側
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梨
県
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一
〇
〇

市
　
道

甲
府
市
北
口
一
丁

二
一
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

弥
生
本

目
二
番
一
二
号
先

一
・
一
〇

通
線

か
ら
甲
府
市
北
口

三
八
号

一
丁
目
八
番
八
号

先
ま
で
の
両
側

一
〇
一

市
　
道

甲
府
市
朝
日
一
丁

二
一
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

富
士
見

目
五
番
一
二
号
先

一
・
一
〇

本
通
線

か
ら
甲
府
市
朝
日

三
八
号

一
丁
目
一
〇
番
九

号
先
（
旭
美
容
院

）
ま
で
の
両
側

」

を「
九
九

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

一
〇
〇

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

一
〇
一

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
一
〇
五

市
　
道

甲
府
市
北
口
三
丁

一
、
八
一
〇

車
両

終
日

甲
府
平
一
〇
・

元
城
屋

目
四
番
三
六
号
先

三
・
五

本
通
線

か
ら
甲
府
市
大
手

告
示

鍛
冶
小

二
丁
目
四
番
二
三

第
一
三
号

路
線

号
先
ま
で
の
両
側

一
〇
六

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

三
五
五

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
一

百
石
東

丁
目
三
三
番
七
号

二
・
一
九

通
線

先
（
山
光
石
油
）

五
五
号

か
ら
甲
府
市
丸
の

内
三
丁
目
一
番
一

九
号
先
（
山
田
屋

）
ま
で
の
両
側

一
〇
七

市
　
道

甲
府
市
朝
日
一
丁

八
二
〇

車
両

終
日

甲
府
平
九
・
二

竪
元
三

目
一
一
番
一
二
号

・
二
七

日
町
a

先
（
雲
居
商
会
北

告
示

線

東
交
差
点
）
か
ら

第
一
六
号

竪
元
三

甲
府
市
塩
部
一
丁

日
町
s

目
三
番
一
四
号
先

線

（
社
会
保
険
事
務

中
道
線

所
北
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
〇
五

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

一
〇
六

市
道
百

甲
府
市
丸
の
内
三

二
三
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

石
東
通

丁
目
二
〇
番
一
九

年
三
月
一

線

号
先
か
ら
甲
府
市

三
日

丸
の
内
三
丁
目
三

告
示
第
二

三
番
七
号
先
ま
で

三
号

の
両
側

一
〇
七

市
道

甲
府
市
朝
日
三
丁

四
八
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
一
一
番
二
二
号

年
三
月
一

先
（
ぶ
ど
う
直
売

三
日

所
北
東
交
差
点
）

告
示
第
二

か
ら
甲
府
市
塩
部

三
号

一
丁
目
三
番
一
四

号
先
（
社
会
保
険

事
務
所
北
交
差
点
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梨
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）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
一
〇
九

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
二

四
五
〇

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
一

錦
穴
切

丁
目
三
一
番
八
号

二
・
一
九

線

先
（
富
士
銀
行
）

五
五
号

か
ら
甲
府
市
宝
二

丁
目
三
番
七
号
先

（
宮
川
商
会
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
〇
九

市
道

甲
府
市
丸
の
内
二

三
八
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

丁
目
三
一
番
八
号

年
三
月
一

先
（
甲
府
警
察
署

三
日

前
交
差
点
）
か
ら

告
示
第
二

甲
府
市
丸
の
内
二

三
号

丁
目
三
九
番
一
一

号
先
（
穴
切
神
社

入
口
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「
一
二
〇

市
　
道

甲
府
市
相
生
二
丁

二
八
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

相
生
南

目
五
番
二
〇
号
先

一
・
一
五

裏
通
線

（
木
村
質
店
）
か

三
九
号

ら
甲
府
市
相
生
二

丁
目
二
番
四
号
先

（
日
本
経
済
新
聞

甲
府
専
売
所
）
ま

で
の
両
側

一
二
一

市
　
道

甲
府
市
相
生
二
丁

一
二
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

代
官
三

目
六
番
一
号
先
（

一
・
一
〇

吉
線

ス
ナ
ッ
ク
喫
茶
銀

三
八
号

馬
車
）
か
ら
甲
府

市
相
生
二
丁
目
六

番
一
五
号
先
ま
で

の
両
側

一
二
二

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

三
三
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
一
番
二
一
号
先

一
・
一
〇

（
五
味
商
店
）
か

三
八
号

ら
甲
府
市
相
生
一

丁
目
一
七
番
先
（

日
本
電
電
公
社
甲

府
職
員
共
同
宿
舎

）
ま
で
の
両
側

」

を
　
　

「
一
二
〇

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

一
二
一

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

一
二
二

市
道

甲
府
市
相
生
一
丁

一
七
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
一
番
二
一
号
先

年
三
月
一

（
清
田
ビ
ル
）
か

三
日

ら
甲
府
市
相
生
一

告
示
第
二

丁
目
九
番
八
号
先

三
号

ま
で
の
両
側

」

に
、

「
一
二
五

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

一
、
八
三
〇

車
両

終
日

甲
府
平
九
・
二

飯
田
春

丁
目
一
番
一
〇
号

・
二
七

日
線

先
（
裁
判
所
前
交

告
示

飯
田
d

差
点
）
か
ら
甲
府

第
一
六
号

線

市
飯
田
四
丁
目
一

飯
田
（Ｄ）

一
番
一
六
号
先
（

線

長
松
寺
橋
東
交
差
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梨
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飯
田
s

点
）
ま
で
の
両
側

線飯
田
a

線飯
田
（Ｂ）

線

」

を
　
　

「
一
二
五

市
道

甲
府
市
飯
田
五
丁

三
五
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
一
〇
番
二
二
号

年
三
月
一

先
か
ら
甲
府
市
飯

三
日

田
五
丁
目
一
二
番

告
示
第
二

三
号
先
ま
で
の
両

三
号

側

」

に
、

「
一
三
六

私
　
道

甲
府
市
丸
の
内
一

一
五
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

丁
目
二
〇
番
一
八

一
・
一
五

号
先
（
い
の
一
番

三
九
号

食
堂
）
か
ら
甲
府

市
丸
の
内
一
丁
目

一
九
番
八
号
先
（

ま
る
み
洋
品
店
）

ま
で
の
両
側

」

を「
一
三
六

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
一
三
九

市
　
道

甲
府
市
北
口
三
丁

三
五
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

橘
元
城

目
四
番
三
二
号
先

一
・
一
〇

屋
線

（
マ
ル
ミ
ヤ
）
か

三
八
号

ら
甲
府
市
北
口
三

丁
目
七
番
一
三
号

先
ま
で
の
両
側

」

を「
一
三
九

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
一
四
一

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

二
一
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
一
一
番
四
号
先

一
・
一
〇

か
ら
甲
府
市
相
生

三
八
号

一
丁
目
二
番
一
五

号
先
（
宮
沢
洋
裁

店
）
ま
で
の
両
側

」

を「
一
四
一

市
道

甲
府
市
相
生
一
丁

一
四
五

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
七
番
五
号
先
か

年
三
月
一

ら
甲
府
市
相
生
一

三
日

丁
目
二
番
一
五
号

告
示
第
二

先
ま
で
の
両
側

三
号

」

に
、

「
三
五
九

私
　
道

甲
府
市
中
央
一
丁

四
五

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
七

目
一
四
番
八
号
先

・
一
五

（
相
原
菓
子
店
）

三
二
号

か
ら
甲
府
市
中
央

一
丁
目
一
四
番
一

号
先
（
大
成
園
）

ま
で
の
両
側

三
六
〇

私
　
道

甲
府
市
中
央
一
丁

四
五

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
七
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梨
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目
一
九
番
一
〇
号

・
一
五

先
（
新
さ
く
ら
ビ

三
二
号

ル
）
か
ら
甲
府
市

中
央
一
丁
目
一
八

番
七
号
先
（
芦
川

家
具
店
）
ま
で
の

両
側

三
六
一

私
　
道

甲
府
市
中
央
一
丁

一
〇
〇

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
七

目
一
八
番
一
八
号

・
一
五

先
（
三
平
食
堂
）

三
二
号

か
ら
甲
府
市
中
央

一
丁
目
一
八
番
一

〇
号
先
（
清
水
屋

）
ま
で
の
両
側

」

を「
三
五
九

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

三
六
〇

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

三
六
一

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
三
七
六

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

一
四
五

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
一

丁
目
二
九
番
六
号

二
・
一
九

先
か
ら
甲
府
市
丸

五
五
号

の
内
三
丁
目
二
九

番
一
三
号
先
（
山

口
ガ
ラ
ス
北
側
）

ま
で
の
両
側

三
七
七

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

一
〇
〇

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
一

丁
目
一
六
番
一
三

二
・
一
九

号
先
か
ら
甲
府
市

五
五
号

丸
の
内
三
丁
目
二

六
番
三
号
先
ま
で

の
両
側

三
七
八

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
二

一
二
〇

車
両

終
日

甲
府
四
九
・
一

丸
の
内

丁
目
三
一
番
一
号

二
・
一
九

二
丁
目

先
（
レ
ス
ト
ラ
ン

五
五
号

八
号
線

笹
や
）
か
ら
甲
府

市
丸
の
内
二
丁
目

三
二
番
一
九
号
先

（
古
名
屋
別
館
）

ま
で
の
両
側

三
七
九

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

一
三
〇

車
両

終
日

甲
府
平
六
・
一

丸
の
内

丁
目
三
三
番
一
号

二
・
一
五

三
丁
目

先
（
リ
ビ
ン
グ
ハ

告
示

一
一
号

ウ
ス
米
山
）
か
ら

第
五
七
号

線

甲
府
市
丸
の
内
三

丁
目
三
一
番
六
号

先
（
金
泉
旅
館
）

ま
で
の
両
側

」

を「
三
七
六

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

三
七
七

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二
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梨
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三
号

三
七
八

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

三
七
九

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
三
八
二

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

一
五
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
二

丁
目
二
八
番
九
号

・
一
二

先
か
ら
甲
府
市
丸

七
号

の
内
三
丁
目
三
〇

番
一
号
先
ま
で
の

両
側

」

を「
三
八
二

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
三
八
四

市
　
道

甲
府
市
丸
の
内
三

一
一
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
二

丁
目
三
番
五
号
先

・
一
二

（
丸
進
ス
ト
ア
ー

七
号

）
か
ら
甲
府
市
丸

の
内
三
丁
目
一
番

一
九
号
先
（
山
国

屋
）
ま
で
の
両
側

」

を「

三
八
四

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
四
一
七

市
　
道

甲
府
市
中
央
二
丁

二
一
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

富
士
川

目
二
番
一
九
号
先

一
・
一
五

北
線

（
中
山
酒
店
）
か

三
九
号

ら
甲
府
市
中
央
二

丁
目
二
番
五
号
先

ま
で
の
両
側

四
一
八

市
　
道

甲
府
市
若
松
町
三

四
四
〇

車
両

終
日

甲
府
五
〇
・
一

濁
川
南

丁
目
一
七
番
先
（

一
・
一
五

通
り
線

読
売
新
聞
）
か
ら

三
九
号

甲
府
市
青
沼
一
丁

目
一
番
一
号
先
ま

で
の
両
側

」

を「
四
一
七

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

四
一
八

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
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梨
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四
七
三

市
　
道

甲
府
市
北
口
一
丁

二
七
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

朝
日
北

目
四
番
一
〇
号
先

一
・
一
〇

口
一
号

（
大
蔵
省
関
東
財

三
八
号

線

務
局
甲
府
財
務
部

）
か
ら
甲
府
市
朝

日
一
丁
目
四
番
五

号
先
ま
で
の
両
側

」

を「
四
七
三

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
四
七
九

市
　
道

甲
府
市
朝
日
二
丁

二
〇
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

朝
日
南

目
四
番
七
号
先
（

一
・
一
〇

線

喜
文
）
か
ら
甲
府

三
八
号

市
朝
日
二
丁
目
二

番
三
号
先
（
明
日

香
興
業
）
ま
で
の

両
側

四
八
〇

市
　
道

甲
府
市
朝
日
二
丁

二
〇
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

朝
日
北

目
一
三
番
一
一
号

一
・
一
〇

線

先
（
相
和
ビ
ル
）

三
八
号

か
ら
甲
府
市
朝
日

二
丁
目
一
六
番
一

二
号
先
（
中
川
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
店
）

ま
で
の
両
側

」

を「
四
七
九

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

四
八
〇

市
道

甲
府
市
朝
日
二
丁

一
〇
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
一
四
番
一
四
号

年
三
月
一

先
か
ら
甲
府
市
朝

三
日

日
二
丁
目
一
三
番

告
示
第
二

一
一
号
先
（
相
和

三
号

ビ
ル
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
四
八
三

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

四
八
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
五
番
一
五
号
先

一
・
一
〇

（
佐
々
木
自
工
）

三
八
号

か
ら
甲
府
市
相
生

一
丁
目
一
九
番
九

号
先
ま
で
の
両
側

」

を「
四
八
三

市
道

甲
府
市
相
生
一
丁

二
五
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

目
七
番
九
号
先
（

年
三
月
一

花
達
）
か
ら
甲
府

三
日

市
相
生
一
丁
目
九

告
示
第
二

番
三
号
先
（
長
坂

三
号

ビ
ル
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
四
八
五

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

一
八
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
一
三
番
一
一
号

一
・
一
〇

先
（
小
林
眼
科
医

三
八
号

院
）
か
ら
甲
府
市

相
生
一
丁
目
一
二

番
四
号
先
（
ス
ナ

ッ
ク
マ
ミ
ー
）
ま

で
の
両
側

四
八
六

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

一
四
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一
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梨
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目
一
四
番
六
号
先

一
・
一
〇

（
長
田
園
芸
）
か

三
八
号

ら
甲
府
市
相
生
一

丁
目
一
五
番
二
九

号
先
（
甲
陽
家
具

セ
ン
タ
ー
）
ま
で

の
両
側

四
八
七

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

一
四
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
一
一
番
一
〇
号

一
・
一
〇

先
（
い
づ
み
や
）

三
八
号

か
ら
甲
府
市
相
生

一
丁
目
一
〇
番
五

号
先
（
立
正
佼
成

会
）
ま
で
の
両
側

四
八
八

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

一
二
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
一
八
番
先
（
深

一
・
一
〇

沢
電
工
有
料
駐
車

三
八
号

場
）
か
ら
甲
府
市

相
生
一
丁
目
一
八

番
一
号
先
（
時
田

ラ
ジ
オ
商
会
）
ま

で
の
両
側

四
八
九

市
　
道

甲
府
市
相
生
一
丁

八
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

目
一
九
番
一
三
号

一
・
一
〇

先
か
ら
甲
府
市
相

三
八
号

生
一
丁
目
一
九
番

六
号
先
（
向
山
塗

料
）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
八
五

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

四
八
六

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

四
八
七

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

四
八
八

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

四
八
九

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
四
九
一

市
　
道

甲
府
市
相
生
三
丁

一
七
五

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

二
十
人

目
六
番
一
七
号
先

一
・
一
〇

三
吉
線

か
ら
甲
府
市
相
生

三
八
号

三
丁
目
六
番
二
八

号
先
ま
で
の
両
側

」

を「
四
九
一

削
除

甲
府
平
成
一
八

年
三
月
一

三
日

告
示
第
二

三
号

」

に
、

「
一
、
三
一
六

市
道
二

甲
府
市
相
生
三
丁

四
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
六

山
梨
県
公
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〇
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〇
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